
目

次

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
健
康
福
祉

政

策

課
）
…
一

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
所
在
地
及
び
事
業
所
の
所
在

地
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
休
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
所
在
地
及
び
居
宅
介
護
事
業

所
の
所
在
地
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
所
在
地
及
び
介
護
予
防
事
業

所
の
所
在
地
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
休
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
医
療
機
関
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
指
定
医
療
機
関
の
所
在
地
及
び
事
業
所
の
所
在
地
変
更
の
届
出
（

同

）
…
四

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
高
齢
福
祉

保

険

課
）
…
四

○
喀
痰
吸
引
等
業
務
の
登
録
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
所
在
地
の
変
更
の
届
出
qqq（
障
害
福
祉
課
）
…
五

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退
qqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
令
和
二
年
中
小
企
業
等
労
働
条
件
実
態
調
査
の
実
施
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
労
政
・
能
力

開

発

課
）
…
五

○
道
路
の
区
域
の
変
更
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
道

路

課
）
…
六

○
道
路
の
供
用
の
開
始
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
七

公

告

○
換
地
処
分
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
農
村
整
備
課
）
…
七

○
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
役
員
の
所
在
の
不
明
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
建
築
住
宅
課
）
…
七

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
三
八
地
域

県

民

局
）
…
七

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
七

告

示

青
森
県
告
示
第
八
百
六
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

青
森
県
報
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第
二
百
四
十
六
号

令
和
二
年十

二
月
十
四
日

（
月
曜
日
）



あ
べ
耳
鼻
咽
喉
科

弘
前
市
大
字
宮
川
一
丁
目
二
の
二
二

令
和二･一二･
一

青
森
県
告
示
第
八
百
六
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
所
在
地
及
び
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

事

業

者

事

業

所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

株
式
会
社
ふ

た
ば

十
和
田
市
東
四

番
町
八
の
六

訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

ふ
た
ば

十
和
田
市
東
四
番

町
八
の
六

令
和二･一一･
一

変
更
後

十
和
田
市
東
三

番
町
六
の
三
三

十
和
田
市
東
三
番

町
六
の
三
三

青
森
県
告
示
第
八
百
六
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
医
療
機
関
か
ら
休
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

事

業

者

事

業

所

休

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地
名

称
所

在

地

三
和
工
業
株
式
会

社

弘
前
市
大
字
小
沢

字
大
開
四
五
の
五

六

サ
ン
ワ
訪
問
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

弘
前
市
大
字
清
水

三
丁
目
一
の
一
五

令
和二･一〇･
一

青
森
県
告
示
第
八
百
六
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

す
と
う
ク
リ
ニ
ッ
ク

は
る
ひ
と
診
療
所

弘
前
市
大
字
悪
戸
字
青
柳
一
〇
の
四

十
和
田
市
稲
生
町
一
五
の
五

令
和二･一一･
一

二･一〇･
六

青
森
県
告
示
第
八
百
六
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
所
在
地
及
び
居
宅
介

護
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

居
宅
介
護
事
業
所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地
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変
更
前

株
式
会
社

ふ
た
ば

十
和
田
市
東

四
番
町
八
の

六

訪
問
看
護

訪
問
看
護

ス
テ
ー

シ
ョ
ン
ふ

た
ば

十
和
田
市
東

四
番
町
八
の

六

令
和二･一一･
一

変
更
後

十
和
田
市
東

三
番
町
六
の

三
三

十
和
田
市
東

三
番
町
六
の

三
三

変
更
前

株
式
会
社

ふ
た
ば

十
和
田
市
東

四
番
町
八
の

六

訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー

ス
テ
ー

シ
ョ
ン
ふ

た
ば

十
和
田
市
東

四
番
町
八
の

六

〃

変
更
後

十
和
田
市
東

三
番
町
六
の

三
三

十
和
田
市
東

三
番
町
六
の

三
三

青
森
県
告
示
第
八
百
六
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
所
在
地
及
び
介
護
予

防
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防

事
業
の
種

類

介
護
予
防
事
業
所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

株
式
会
社

ふ
た
ば

十
和
田
市
東

四
番
町
八
の

六

介
護
予
防

訪
問
看
護

訪
問
看
護

ス
テ
ー

シ
ョ
ン
ふ

た
ば

十
和
田
市
東

四
番
町
八
の

六

令
和二･一一･
一

変
更
後

十
和
田
市
東

三
番
町
六
の

三
三

十
和
田
市
東

三
番
町
六
の

三
三

青
森
県
告
示
第
八
百
七
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
休
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

居
宅
介
護
事
業
所

休

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

三
和
工
業
株

式
会
社

弘
前
市
大
字
小
沢

字
大
開
四
五
の
五

六

訪
問
看
護
サ
ン
ワ
訪
問

ス
テ
ー
シ
ョ

ン

弘
前
市
大
字
清
水

三
丁
目
一
の
一
五
令
和二･一〇･
一

青
森
県
告
示
第
八
百
七
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
休
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防

事
業
の
種

類

介
護
予
防
事
業
所

休

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

三
和
工
業
株

式
会
社

弘
前
市
大
字
小
沢

字
大
開
四
五
の
五

六

介
護
予
防

訪
問
看
護
サ
ン
ワ
訪
問

ス
テ
ー
シ
ョ

ン

弘
前
市
大
字
清
水

三
丁
目
一
の
一
五
令
和二･一〇･
一
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青
森
県
告
示
第
八
百
七
十
二
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担

当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

あ
べ
耳
鼻
咽
喉
科

弘
前
市
大
字
宮
川
一
丁
目
二
の
二
二

令
和二･一二･
一

青
森
県
告
示
第
八
百
七
十
三
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら

所
在
地
及
び
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第

五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

事

業

者

事

業

所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

株
式
会
社
ふ

た
ば

十
和
田
市
東
四

番
町
八
の
六

訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

ふ
た
ば

十
和
田
市
東
四
番

町
八
の
六

令
和二･一一･
一

変
更
後

十
和
田
市
東
三

番
町
六
の
三
三

十
和
田
市
東
三
番

町
六
の
三
三

青
森
県
告
示
第
八
百
七
十
四
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

は
る
ひ
と
診
療
所

十
和
田
市
稲
生
町
一
五
の
五

令
和二･一〇･
六

青
森
県
告
示
第
八
百
七
十
五
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

事

業

所

指

定

年
月
日

名
称
又
は

氏

名
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

名

称
所

在

地
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株
式
会
社
絵

夢
プ
ラ
ン
ニ

ン
グ

三
戸
郡
南
部
町
大

字
大
向
字
小
波
田

四
七
の
二

訪
問
介
護
ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

想
い

三
戸
郡
南
部
町
大

字
大
向
字
小
波
田

四
七
の
二

令
和三･
一･
一

青
森
県
告
示
第
八
百
七
十
六
号

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
四
十
八
条
の
三
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
喀
痰
吸
引
等
業
務
の
登
録
を
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
八
条
の
八
第

一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

登

録

番

号
登

録

年
月
日
氏
名
又
は

名

称
住

所

事

業

所

業
務
開
始

予

定

年
月
日
備

考

名

称
所
在
地

〇二一五〇〇

一五二

令
和二･一二･
四
社
会
福
祉

法
人
七
戸

福
祉
会

上
北
郡
七

戸
町
字
太

田
野
一
九

の
四

れ
い
ろ
う

倶
楽
部

上
北
郡
お

い
ら
せ
町

中
野
平
四

〇
の
一
イ

オ
ン
モ
ー

ル
下
田
内

令
和二･一二･
四
通
所
介
護

〇二一五〇〇

一五三

〃

社
会
福
祉

法
人
七
戸

福
祉
会

上
北
郡
七

戸
町
字
太

田
野
一
九

の
四

多
機
能
型

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

事
業
所
城

西
の
杜

上
北
郡
七

戸
町
字
高

屋
敷
一
の

一

〃

生
活
介
護

〇二一五〇〇

一五四

〃

社
会
福
祉

法
人
七
戸

福
祉
会

上
北
郡
七

戸
町
字
太

田
野
一
九

の
四

グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
ク

オ
レ
七
戸

上
北
郡
七

戸
町
字
太

田
野
一
九

の
四

〃

認
知
症
対

応
型
共
同

生
活
介
護

青
森
県
告
示
第
八
百
七
十
七
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
（
育
成
医
療

及
び
更
生
医
療
）
か
ら
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
二
号

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

訪
問
看
護
リ
ハ
ビ
リ
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
愛
あ
い

三
戸
郡
五
戸
町
字
下
モ
沢
向
二
一

の
四
〇

令
和
元
･一〇･二四

変
更
後

三
戸
郡
五
戸
町
字
下
長
下
夕
九
一

の
八

青
森
県
告
示
第
八
百
七
十
八
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
（
育
成
医
療
及
び
更

生
医
療
）
が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

指
定
辞
退

年
月
日

金
子
薬
局

三
戸
郡
五
戸
町
字
新
町
一
七

令
和二･
九･三〇

青
森
県
告
示
第
八
百
七
十
九
号

令
和
二
年
中
小
企
業
等
労
働
条
件
実
態
調
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
青
森
県
統
計
調
査

条
例
（
平
成
二
十
一
年
三
月
青
森
県
条
例
第
十
二
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

（ ）5 青 森 県 報 第246号令和２年12月14日 月曜日



一

調
査
の
目
的

県
内
の
民
間
中
小
企
業
等
の
労
働
条
件
実
態
を
明
ら
か
に
し
、
安
定
し
た
労
使
関
係
の
構
築
の

た
め
の
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二

調
査
対
象
の
範
囲

県
内
に
所
在
す
る
民
営
の
事
業
所

三

報
告
を
求
め
る
事
項
及
び
そ
の
基
準
と
な
る
期
日

１

報
告
を
求
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

㈠

事
業
所
の
現
状
（
事
業
内
容
、
労
働
者
数
、
外
国
人
労
働
者
の
受
入
状
況
、
労
働
組
合
の

有
無
）

㈡

勤
務
制
度
・
労
働
時
間
制
度
（
勤
務
時
間
制
度
・
労
働
時
間
制
度
の
導
入
状
況
、
非
正
規

労
働
者
の
正
規
化
、
労
働
時
間
の
把
握
方
法
）

㈢

休
暇
制
度
（
年
間
休
日
日
数
、
年
次
有
給
休
暇
及
び
そ
の
他
の
有
給
休
暇
制
度
）

㈣

育
児
休
業
制
度
（
就
業
規
則
等
の
定
め
の
有
無
、
利
用
実
績
、
そ
の
他
の
育
児
支
援
の
た

め
の
制
度
）

㈤

子
の
看
護
休
暇
制
度
（
就
業
規
則
等
の
定
め
の
有
無
、
利
用
実
績
）

㈥

介
護
休
業
制
度
（
就
業
規
則
の
定
め
の
有
無
、
利
用
実
績
、
そ
の
他
の
介
護
支
援
の
た
め

の
制
度
）

㈦

介
護
休
暇
制
度
（
就
業
規
則
等
の
定
め
の
有
無
、
利
用
実
績
）

㈧

病
気
休
職
・
病
気
休
業
制
度
（
就
業
規
則
等
の
定
め
の
有
無
、
利
用
実
績
）

㈨

働
き
方
改
革
（
働
き
方
改
革
の
認
知
度
、
必
要
性
、
取
組
状
況
、
課
題
、
必
要
な
行
政
支

援
）

２

報
告
を
求
め
る
基
準
と
な
る
期
日
は
、
令
和
二
年
十
二
月
三
十
一
日
と
す
る
。

四

報
告
を
求
め
る
者

県
内
に
所
在
す
る
民
営
の
事
業
所
の
う
ち
産
業
分
類
別
に
無
作
為
抽
出
し
た
千
事
業
所
と
す

る
。

五

報
告
を
求
め
る
た
め
に
用
い
る
方
法

調
査
票
の
送
付
及
び
記
入
済
調
査
票
の
回
収
を
郵
送
に
よ
り
行
う
郵
送
調
査
と
す
る
。

六

報
告
を
求
め
る
期
間

令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
同
月
二
十
日
ま
で
と
す
る
。

青
森
県
告
示
第
八
百
八
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
令
和
三
年
一
月
十
三
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部
道

路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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図
面
番
号

道
路
の

種

類

路
線
名

変

更

の

区

間

変
更
の

前
後
別

敷

地

の

幅

員

敷

地

の

延

長

備
考

１

県

道

む
つ
恐
山
公

園
大
畑
線

む
つ
市
大
畑
町
葉
色
山
国
有
林
一
一
七
二
林
班
ほ
小
班
か
ら

む
つ
市
大
畑
町
葉
色
山
国
有
林
一
一
七
二
林
班
り
小
班
ま
で

前

五
・
一
四
メ
ー
ト
ル
か
ら

六
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

八
四
二
・
七
〇
メ
ー
ト
ル

後

一
一
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
三
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

八
四
二
・
七
〇
メ
ー
ト
ル

２

県

道

田
子
十
和
田

湖
線

三
戸
郡
田
子
町
大
字
田
子
字
野
々
上
平
八
六
の
四
か
ら

三
戸
郡
田
子
町
大
字
田
子
字
池
振
外
平
一
四
の
二
ま
で

前

六
・
一
二
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
三
・
七
七
メ
ー
ト
ル
ま
で

二
九
六
・
一
〇
メ
ー
ト
ル

後

一
三
・
七
一
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
六
・
九
七
メ
ー
ト
ル
ま
で

二
九
六
・
一
〇
メ
ー
ト
ル



青
森
県
告
示
第
八
百
八
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
令
和
三
年
一
月
十
三
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部
道

路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

国
道
二
七
九
号

む
つ
市
大
畑
町
佐
藤
ケ
平
国
有
林
一
一
九
六
林
班
わ

小
班
か
ら

む
つ
市
大
畑
町
湯
坂
下
一
〇
四
の
五
ま
で

令
和
二･一二･一五

県
道
む
つ
恐
山
公

園
大
畑
線

む
つ
市
大
畑
町
葉
色
山
国
有
林
一
一
七
二
林
班
ほ
小

班
か
ら

む
つ
市
大
畑
町
葉
色
山
国
有
林
一
一
七
二
林
班
り
小

班
ま
で

二･一二･一四

公

告

換
地
処
分

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ

り
、
磯
松
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
に
係
る
換
地
処
分
を
し
た
の
で
、
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

宅
地
建
物
取
引
業
者
の
役
員
の
所
在
の
不
明

左
記
の
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
役
員
の
所
在
を
確
知
で
き
な
い
の
で
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭

和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、
公
告
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
か
ら
申
出
が
な
い
と
き

は
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
免
許
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

令
和
二
年
十
二
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
リ
ア
ル
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト

二

代
表
者
の
氏
名

森

康
裕

三

免
許
証
番
号

青
森
県
知
事
（
一
）
第
三
四
八
〇
号

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
舘

土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
十
四
日

三
八
地
域
県
民
局
長

堀

義

明

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

退
任
の
年
月
日

理

事

清
川

ミ
ネ

八
戸
市
大
字
尻
内
町
字
尻
内
四
二

令
和
二･一一･二四

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
長
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土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
元
年
十
月
二
十
一
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
十
四
日

三
八
地
域
県
民
局
長

堀

義

明
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価

小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円


